
内
令
第
一
八
一
号

第
六
十
一
條
ノ
七

司
令
官
ノ
隊
務
ヲ
掌
ル
所
ヲ
司
令
部
ト
称
ス

特
設
艦
船
部
隊
令
中
左
ノ
通
改
正
セ
ラ
ル

司
令
官
ハ
所
属
長
官
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
其
ノ
司
令
部
ヲ
部
下
ノ
特

設
突
撃
隊
又
ハ
部
隊
ニ
置
ク

昭
和
二
十
年
三
月
一
日

第
六
十
一
條
ノ
八

司
令
官
ノ
幕
僚
ト
シ
テ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

海

軍

大

臣

参
謀

第
六
十
一
條
ノ
九

司
令
官
ハ
必
要
ニ
応
シ
部
下
艦
船
部
隊
ノ
人

第
二
條
第
二
号
中
「
特
設
特
別
基
地
隊
」
ヲ
「
特
設
特
攻
戦
隊

員
ヲ
一
時
部
下
ノ
他
ノ
艦
船
部
隊
ニ
転
勤
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

特
設
突
撃
隊

」

第
六
十
一
條
ノ
十

参
謀
ハ
艦
隊
令
第
三
十
八
條
ノ
規
定
ニ
準
シ

ニ
改
ム

服
務
ス

第
十
四
章
ノ
三
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

第
六
十
一
條
ノ
十
一

司
令
部
ヲ
置
キ
タ
ル
特
設
突
撃
隊
又
ハ
部

隊
ノ
修
補
長
、
内
務
長
、
軍
医
長
及
主
計
長
ハ
司
令
官
ノ
命
ヲ

第
十
四
章
ノ
三

特
設
特
攻
戦
隊

承
ケ
隊
務
ニ
参
与
シ
艦
隊
令
第
四
十
條
、
第
四
十
一
條
又
ハ
第

四
十
二
條
ノ
規
定
ニ
準
シ
服
務
ス
但
シ
艦
隊
令
第
四
十
條
中
機

第
六
十
一
條
ノ
四

特
設
特
攻
戦
隊
ハ
特
設
突
撃
隊
及
其
ノ
他
ノ

関
長
ト
ア
ル
ハ
修
補
長
又
ハ
内
務
長
ト
ス

艦
船
部
隊
又
ハ
特
設
艦
船
部
隊
ヲ
以
テ
之
ヲ
編
成
シ
第
一
特
攻

第
六
十
一
條
ノ
十
二

第
六
十
一
條
ノ
八
ニ
掲
ク
ル
職
員
ノ
外
必

戦
隊
、
第
二
特
攻
戦
隊
ト
呼
称
ス

要
ニ
応
シ
司
令
部
ニ
司
令
部
付
ヲ
置
ク

第
六
十
一
條
ノ
五

特
攻
戦
隊
ニ
司
令
官
ヲ
置
ク

司
令
部
付
ニ
ハ
艦
隊
令
中
司
令
部
付
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

司
令
官
ハ
所
属
長
官
ニ
隷
シ
部
下
ノ
艦
船
部
隊
又
ハ
特
設
艦
船

第
六
十
一
條
ノ
十
三

艦
隊
令
第
五
十
一
條
ノ
規
定
ハ
特
設
特
攻

部
隊
ヲ
指
揮
統
率
シ
艦
隊
令
中
戦
隊
司
令
官
ニ
関
ス
ル
規
定
ニ

戦
隊
ニ
之
ヲ
準
用
ス

準
シ
服
務
ス

第
六
十
一
條
ノ
十
四

司
令
官
ハ
第
六
十
一
條
ノ
五
第
二
項
ニ
規

第
六
十
一
條
ノ
六

司
令
官
欠
員
中
又
ハ
事
故
ア
リ
テ
其
ノ
職
務

定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
部
下
ノ
特
設
突
撃
隊
ノ
特
殊
兵
器
ニ
関
ス
ル

ヲ
執
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
部
下
ノ
将
校
軍
令
承
行
順
序
ニ
従
ヒ

教
育
、
研
究
実
験
及
其
ノ
教
育
ノ
規
画
ニ
関
ス
ル
研
究
調
査
ノ

其
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス
但
シ
所
属
長
官
特
ニ
代
理
者
ヲ
置
キ
タ
ル

統
括
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル

場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス



第
十
四
章
ノ
四
ヲ
第
十
四
章
ノ
五
ト
シ
第
十
四
章
ノ
五
ヲ
第
十
四

修
補
長

章
ノ
六
ト
ス

軍
医
長

第
六
十
一
條
ノ
十
七
ヲ
第
六
十
一
條
ノ
三
十
四
ト
シ
以
下
第
六
十

主
計
長

一
條
ノ
十
九
迄
順
次
繰
下
グ

分
隊
長

第
十
四
章
ノ
三
ノ
次
ニ
左
ノ
一
章
ヲ
加
フ

隊
付

前
項
ノ
職
員
ハ
場
合
ニ
依
リ
其
ノ
一
部
ヲ
置
カ
ス
又
必
要
ニ
応

第
十
四
章
ノ
四

特
設
突
撃
隊

シ
教
務
副
官
、
教
頭
及
教
官
並
ニ
隊
付
ト
シ
テ
軍
属
其
ノ
他
ノ

人
員
ヲ
置
ク

第
六
十
一
條
ノ
十
五

特
設
突
撃
隊
ハ
所
要
ノ
地
ニ
之
ヲ
置
キ
某

第
六
十
一
條
ノ
十
九

司
令
ハ
所
属
ノ
司
令
長
官
又
ハ
司
令
官
ニ

突
撃
隊
（
所
在
地
名
ヲ
冠
ス
）
又
ハ
第
十
一
突
撃
隊
、
第
二
十

隷
シ
部
下
ヲ
統
率
訓
練
シ
軍
紀
風
紀
ヲ
維
持
シ
隊
務
ヲ
総
理
ス

一
突
撃
隊
等
ト
呼
称
ス

第
六
十
一
條
ノ
二
十

司
令
ハ
必
要
ニ
応
シ
部
下
職
員
ヲ
一
時
付

第
六
十
一
條
ノ
十
六

特
設
突
撃
隊
ハ
特
殊
兵
器
ノ
使
用
及
其
ノ

属
艦
船
部
隊
ニ
配
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

訓
練
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル
又
必
要
ニ
応
シ
海
軍
軍
人
ニ
対
シ

第
六
十
一
條
ノ
二
十
一

司
令
ハ
部
下
ノ
兵
力
ヲ
分
派
ス
ル
ト
キ

特
殊
兵
器
ニ
関
ス
ル
教
育
ヲ
行
ヒ
且
特
殊
兵
器
ニ
関
ス
ル
研
究

ハ
其
ノ
首
席
ノ
指
揮
官
ヲ
シ
テ
指
揮
ヲ
掌
ラ
シ
メ
自
己
ノ
職
権

実
験
及
其
ノ
教
育
ノ
規
画
ニ
関
ス
ル
研
究
調
査
ヲ
行
フ

内
ノ
事
ヲ
之
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
一
條
ノ
十
七

特
設
突
撃
隊
ニ
必
要
ニ
応
シ
艦
船
部
隊
又

第
六
十
一
條
ノ
二
十
二

海
軍
航
空
隊
令
第
八
条
及
第
九
條
ノ
規

ハ
特
設
艦
船
部
隊
ヲ
付
属
ス

定
ハ
司
令
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
六
十
一
條
ノ
十
八

特
設
突
撃
隊
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

第
六
十
一
條
ノ
二
十
三

副
長
ハ
司
令
ヲ
輔
佐
シ
隊
務
ヲ
整
理
シ

司
令

隊
員
ノ
服
務
ヲ
監
督
ス

副
長

第
六
十
一
條
ノ
二
十
四

特
攻
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
特
攻
科
員

特
攻
長

ヲ
監
督
シ
戦
闘
ニ
当
リ
指
揮
ヲ
執
リ
特
殊
兵
器
ノ
使
用
及
整
備

特
攻
隊
長

ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
担
任
シ
之
カ
教
育
訓
練
ヲ
掌
リ
分
担
ノ
諸
物

通
信
長

件
ヲ
整
備
ス

内
務
長

第
六
十
一
條
ノ
二
十
五

特
攻
隊
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
司
令
指



定
ノ
特
攻
隊
ヲ
監
督
シ
戦
闘
ニ
当
リ
其
ノ
指
揮
ヲ
執
リ
特
殊
兵

ノ
実
験
研
究
及
教
育
ノ
規
画
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
監
理
シ
其
ノ
業

器
ノ
使
用
及
整
備
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
分
担
シ
主
任
者
ノ
指
示
ニ

務
ニ
従
事
ス
ル
職
員
ノ
服
務
ヲ
監
督
ス

従
ヒ
之
カ
教
育
訓
練
ヲ
掌
リ
分
担
ノ
諸
物
件
ヲ
整
備
ス

第
六
十
一
條
ノ
三
十
三

教
官
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
教
育
ヲ
担
任

第
六
十
一
條
ノ
二
十
六

通
信
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
通
信
科
員

シ
且
特
殊
兵
器
ニ
関
ス
ル
研
究
実
験
又
ハ
教
育
ノ
規
画
ニ
関
ス

ヲ
監
督
シ
戦
闘
ニ
当
リ
其
ノ
指
揮
ヲ
執
リ
通
信
ニ
関
ス
ル
コ
ト

ル
コ
ト
ヲ
掌
ル

ヲ
担
任
シ
之
カ
教
育
訓
練
ヲ
掌
リ
主
管
ノ
諸
物
件
ヲ
整
備
ス

前
項
ノ
外
通
信
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
通
信
術
ノ
教
育
ヲ
監
督

ス
第
六
十
一
條
ノ
二
十
七

内
務
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
内
務
科
員

ヲ
監
督
シ
戦
闘
ニ
当
リ
其
ノ
指
揮
ヲ
執
リ
内
務
及
機
関
ニ
関
ス

ル
コ
ト
ヲ
担
任
シ
之
カ
教
育
訓
練
ヲ
掌
リ
主
管
ノ
諸
物
件
ヲ
整

備
ス

第
六
十
一
條
ノ
二
十
八

修
補
長
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
修
補
科
員

ヲ
監
督
シ
戦
闘
ニ
当
リ
其
ノ
指
揮
ヲ
執
リ
特
殊
兵
器
其
ノ
他
諸

物
件
ノ
修
補
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
担
任
シ
之
カ
教
育
訓
練
ヲ
掌
リ

主
管
ノ
諸
物
件
ヲ
整
備
ス

第
六
十
一
條
ノ
二
十
九

軍
医
長
、
主
計
長
及
分
隊
長
ハ
司
令
ノ

命
ヲ
承
ケ
海
軍
航
空
隊
令
中
当
該
職
員
ニ
関
ス
ル
規
定
ニ
準
シ

服
務
ス

第
六
十
一
條
ノ
三
十

隊
付
ハ
司
令
ノ
指
定
ニ
依
リ
上
官
ニ
属
シ

其
ノ
命
ヲ
承
ケ
服
務
ス

第
六
十
一
條
ノ
三
十
一

教
務
副
官
ハ
司
令
ノ
命
ヲ
承
ケ
教
務
ヲ

掌
ル

第
六
十
一
條
ノ
三
十
二

教
頭
ハ
司
令
ヲ
佐
ケ
教
務
、
特
殊
兵
器


